
医療 DX 推進体制整備加算について

〇当院では、医師が診察を実施する診察室において、オン

ライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活

用して診療を実施いたします。

〇医療 DX を通して質の高い医療を提供できるように、マ

イナ保険証の推進に取り組んで おります。

〇電子カルテ情報共有サービスなどの医療 DX に係る取り

組みを推進いたします。

尚、これらの取り組みについては、今後計画的に進めて

まいります。

令和６年６月１日より、医療 DX 推進体制整備加算とし

て , 下記のとおり診療報酬点数を算定いたします。

記

初診時

医療 DX 推進体制整備加算 8 点


